
黄
源
盛
纂
輯

『
大
理
院
民
事
判
例
輯
存』

西

英

昭

本
資
料
集
は
、
中
華
民
国
北
洋
政
府
時
期
に
最
高
裁
判
所
と
し
て

機
能
し
た
大
理
院
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
民
事
事
件
に
関
す
る
主
要
な

判
決
例
を
収
集
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、�
源
盛
氏

(

輔
仁
大
學

法
律
學
院
教
授
、
以
下
、
著
者)
の
二
〇
年
近
く
に
及
ぶ
作
業
の
集

大
成
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
院
生
時
代
に
著
者

か
ら
直
接
に
こ
の
話
を
伺
い
、
そ
の
後
も
折
に
触
れ
て
こ
の
編
纂
の

苦
労
話
を
伺
っ
て
き
た
が
、
今
回
著
者
が
心
血
を
注
が
れ
た
資
料
集

が
つ
い
に
完
結
し
た
と
の
一
報
に
接
し
、
ま
さ
に
万
感
胸
に
迫
る
も

の
が
あ
っ
た
。
法
制
史
学
の
み
な
ら
ず
、
中
華
民
国
史
研
究
全
体
へ

も
多
大
な
貢
献
を
な
す
で
あ
ろ
う
本
資
料
集
に
つ
い
て
、
以
下
に
紹

介
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一

本
資
料
集
刊
行
に
至
る
経
緯

著
者
自
身
に
よ
れ
ば
、
話
は
一
九
九
四
年
に
遡
る
。
同
年
の
中
国

法
制
史
学
会

(

台
北)

で
の�
靜
嘉
氏
の
報
告
に
よ
り
、
南
京
・
中

国
第
二
歴
史�
案
館
に
お
け
る
一
五
六
五
一
巻
に
及
ぶ
大
理
院
判
決

例
資
料

(

１)

の
保
存
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
著

者
は
そ
の
整
理
・
研
究
を
手
掛
け
る
こ
と
を
決
意
す
る
が
、
こ
れ
は

爾
来
資
料
集
の
刊
行
ま
で
実
に
二
〇
年
弱
に
わ
た
る
壮
大
な
計
画
が

開
始
さ
れ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
第
二
歴
史�
案
館
と
の
粘
り
強
い
交
渉
を
経
て
よ
う
や
く
原

資
料
の
閲
覧
に
漕
ぎ
着
け
た
著
者
は
、
一
九
九
八
年
に
至
っ
て
そ
の

概
要
を
学
界
に
報
告
し

(

２)

、
膨
大
な
原
資
料
の
中
か
ら
主
要
判
決
例
と

思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
出
し
、
そ
の
整
理
に
着
手
し
た
。
主
要
判
決

例
と
い
っ
て
も
そ
の
数
は
数
千
件
に
及
び
、
か
つ
全
く
未
整
理
の
ま

ま
で
あ
っ
た
。
著
者
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
を

『

大
理
院
民
事�
例
全

文
彙�』

(

二
七
冊)

、『

大
理
院
民
事�
決
匯
覧』

(

二
五
冊)

、『

大

理
院
刑
事�
例
全
文
彙�』

(

一
七
冊)

、『

大
理
院
刑
事�
決
匯
覧』

(

三
〇
冊)

(

以
上
す
べ
て
台
北：

行
政
院
国
家
科
学
委
員
会

｢

民
初

司
法�
案
整
編｣

専
題
研
究
計
画
に
お
け
る
未
刊
稿
・
一
九
九
八
年)

と
い
う
形
で
資
料
集
の
形
に
ま
と
め
上
げ
公
開
し
た
。
た
だ
こ
れ
ら

は
広
く
一
般
に
向
け
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
資
料
集

と
い
っ
て
も
原
資
料
を
影
印
し
て
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
原
本
そ
れ
自
体
の
体
裁
の
不
統
一
も
あ
っ
て
利
用
し
辛
い
面
は

否
定
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
著
者
は
こ
れ
ら
の
判
決
例
を
全
て
新
た
に
活
字
に
起
こ
し

て
体
裁
を
整
え
、
さ
ら
に
句
読
点
を
付
し
て
文
章
を
整
え
る
と
い
う

作
業
を
次
に
行
っ
た
。
門
外
漢
の
方
は
た
か
が
句
読
点
を
付
す
だ
け

の
作
業
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
如
何
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に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
か
は
、
中
国
史
を
志
し
た
人
間
で
あ
れ
ば
日
々

身
に
沁
み
て
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
判
決
例
に

お
け
る
中
国
語
は
、
清
朝
の
官
方
文
書
の
用
語
と
も
異
な
り
、
さ
り

と
て
完
全
な
白
話
で
も
な
い
、
あ
る
種
移
行
期
の
独
特
の
文
体
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
法
律
用
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
非
常
に
読
み

づ
ら
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
古
今
の
典
籍
に
通
じ
、
流
麗
に
し
て

典
雅
、
光
彩
陸
離
た
る
文
章
を
自
在
に
操
る
著
者
を
し
て
な
お
そ
の

読
解
に
は
し
ば
し
ば
難
渋
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
何

度
見
直
し
て
も
そ
の
た
び
に
問
題
点
が
見
つ
か
る
、
と
著
者
が
長
嘆

息
さ
れ
て
い
た
の
を
評
者
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。

以
上
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
を
続
け
な
が
ら
、
著
者
は
一

方
で
い
ち
早
く
こ
の
資
料
を
一
般
に
公
開
す
べ
く
、�
源
盛
纂
輯

『

景
印
大
理
院
民
事�
例
百�』

(

台
北：

五
南
圖
書
出
版
股�
有
限

公
司
・
二
〇
〇
九)

を
上
梓
し
、
主
要
判
決
例
に
つ
い
て
原
資
料
の

風
合
い
そ
の
ま
ま
の
影
印
本
と
し
て
提
供
し
、
他
方
で
粘
り
強
い
編

纂
作
業
を
継
続
し
、
こ
の
た
び
よ
う
や
く
完
成
、
出
版
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
本
書
評
で
は
そ
の
う
ち
民
事
部
分
に
つ
い
て
以
下
取
り
扱

う
こ
と
に
す
る
。

二

本
資
料
集
の
内
容
・
体
裁

本
資
料
集
は
犁
齋
法
制
史
料
叢
編
の
第
四
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い

る

(

３)

。
ま
ず
は
全
一
一
巻
の
全
容
を
以
下
に
示
そ
う
。

總
則�
二
＋
一
四
＋
四
＋
五
四
＋
八
六
五
＋
七
頁
、(

台
北：

元
照
出
版
有
限
公
司
・
二
〇
一
二
年
二
月
・
七
〇
〇

〇
元)

債
權�
一

(

八
＋
八
＋
二
＋
一
二
＋
六
＋
五
二
＋
五
九
二
＋

一
八
頁)

、
二

(

八
＋
二
〇
＋
二
＋
一
二
＋
六
＋
五

二
＋
五
八
六
＋
一
八
頁)

、
三

(

六
＋
一
二
＋
二
＋

一
二
＋
六
＋
五
二
＋
六
三
〇
＋
一
八
頁)

、
四

(

六

＋
三
八
＋
二
＋
一
二
＋
六
＋
五
二
＋
五
九
六
＋
一
八

頁)
(

台
北：

犂
齋
社
・
二
〇
一
二
年
一
一
月
・
二

四
〇
〇
〇
元

(

四
冊))

物
權�
上

(

八
＋
二
二
＋
二
＋
一
四
＋
二
＋
五
二
＋
六
五
六

＋
六
頁)

、
下

(

八
＋
六
四
＋
二
＋
一
四
＋
二
＋
五

二
＋
六
〇
六
＋
六
頁)

(

台
北：

犂
齋
社
・
二
〇
一

二
年
一
〇
月
・
一
五
〇
〇
〇
元

(

二
冊))

親
屬�
上

(

六
＋
二
＋
一
四
＋
二
＋
五
四
＋
六
〇
四
＋
一
二

頁)

、
下

(

六
＋
六
＋
二
＋
一
四
＋
二
＋
五
四
＋
五

九
八
＋
一
二
頁)

(

台
北：

犂
齋
社
・
二
〇
一
二
年

六
月
・
一
二
〇
〇
〇
元

(

二
冊))

承
繼�
上

(

八
＋
七
四
＋
二
＋
一
四
＋
二
＋
五
二
＋
四
五
八

＋
八
頁)

、
下

(

八
＋
一
四
二
＋
二
＋
一
四
＋
五
二

＋
三
九
四
＋
八
頁)

(

台
北：

犂
齋
社
・
二
〇
一
二

年
一
〇
月
・
一
二
〇
〇
〇
元

(

二
冊))

批

評

と

紹

介
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収
録
判
例
数
は
、
各
巻
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、
總
則�
が
全
二
一
四

件

(
そ
の
内
全
文
が
整
っ
て
い
る
も
の
一
七
一
件)

、
債
權�
が
全

八
三
五
件

(

そ
の
内
全
文
が
整
っ
て
い
る
も
の
六
三
三
件)

、
物
權

�
が
全
三
七
九
件

(

そ
の
内
全
文
が
整
っ
て
い
る
も
の
三
〇
九
件)

、

親
屬�
が
全
四
二
八
件

(

そ
の
内
全
文
が
整
っ
て
い
る
も
の
三
二
二

件)

、
承
繼�
が
全
三
二
四
件

(

そ
の
内
全
文
が
整
っ
て
い
る
も
の

一
八
七
件)

と
の
こ
と
で
あ
る
。
總
則�
刊
行
後
出
版
社
が
犂
齋
社

に
変
更
さ
れ
た
が
、
基
本
的
な
体
裁
は
同
じ
で
あ
る
。

各
巻
冒
頭
に
は
導
言
と
し
て
編
纂
の
経
緯
や
資
料
内
容
の
解
説
が

付
さ
れ
て
お
り
、
本
資
料
集
を
扱
う
上
で
必
読
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
著
者
に
よ
る

｢

大
理
院
司
法�
案
的
整�
與
研
究｣

(�
源
盛

『

民
初
大
理
院
與
裁�』

(

台
北：
元
照
出
版
有
限
公
司
・

二
〇
一
一)

所
収)

も
読
ん
で
お
く
べ
き
で
あ
る
。
債
權�
以
下
に

は
各
巻
に
判
決
原
本
の
影
印
数
件
が
付
さ
れ
て
お
り
、
元
々
の
資
料

の
風
合
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

各
判
決
例
原
文
は
、
中
華
民
国
民
法
の
編
別
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ

て
い
る
。
個
々
の
判
決
例
で
は
ま
ず
冒
頭
に
案
件
番
号
が
表
示
さ
れ

る
。
番
号
は
通
常

｢

民
国
何
年
上
字
第
何
号｣

の
よ
う
な
形
で
付
さ

れ
て
お
り
、｢

上
字｣

の

｢

上｣

は
上
訴
の
意
と
推
測
さ
れ
る
。
他

に

｢

聲
字｣
(

付
帯
上
告
か
？)

、｢

私
上
字｣

(

付
帯
私
訴
か
？)

な

ど
の
番
号
も
散
見
さ
れ
る
が
、
圧
倒
的
多
数
に
は

｢

上
字｣

の
番
号

が
付
さ
れ
て
い
る
。
現
在
台
湾
で
は
民
刑
事
件�
號
計
數
分
案
報
結

實
施�
點

(

一
九
八
一
年
発
布
、
二
〇
一
三
年
最
新
改
正)

に
よ
り
、

個
々
の
案
件
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
案
件
番
号
を
付
す
る
か
が
詳
細
に

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
北
洋
政
府
時
期
に
も
あ
っ

た
の
か
は
俄
か
に
明
ら
か
に
し
難
い
。

次
い
で
判
例
要
旨
が
掲
げ
ら
れ
る
。
旧
来
、
郭
衛

『

大
理
院
判
決

例
全
書』

(

上
海：

會
文
堂
新
記
書
局
・
一
九
三
一
、
台
北：

成
文

出
版
社
復
刻
版
・
一
九
七
二)

で
窺
う
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
判
決
例
全
文
と
対
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
判
決
例
の
内

一
体
ど
の
部
分
を
抽
出
し
て
要
旨
と
し
た
の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

そ
の
後
判
決
例
原
文
の
全
文
が
掲
示
さ
れ
る
。
ま
ず
は
上
告
人
、

被
上
告
人
等
の
関
係
者
が
列
挙
さ
れ
、
判
決
主
文
、
そ
し
て
判
決
理

由
が
続
き
、
末
尾
に
は
年
月
日
、
法
廷
名
、
裁
判
官
名
及
び
書
記
官

名
が
記
さ
れ
る
。
判
決
例
原
文
は
一
三
ポ
イ
ン
ト
の
活
字
で
四
〇
字

×
一
八
行
の
組
版
で
配
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い

て
読
み
や
す
い
。
判
決
例
の
長
さ
は
概
ね
四
頁
前
後
の
も
の
が
多
い

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
中
に
は
二
〇
頁
に
わ
た
ろ
う
か
と
い
う

長
大
な
も
の
も
あ
る
。

判
決
例
原
文
が
な
い
場
合
に
は
判
例
要
旨
の
後
に

｢

本
案
判
例
全

文
缺｣

と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
原
資
料
が
最
早
中
国
第
二
歴
史�
案

館
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
重
要
で
あ
る
。

特
に
民
国
五
年
分
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
政
治
状
況

(
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憲
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帝
政
に
よ
る
混
乱
？)

の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
集
中
的
に
欠
落
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
残
念
で
は
あ
る
が
致
し
方
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

利
用
に
あ
た
っ
て

さ
て
、
こ
の
資
料
集
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、(

当
た
り
前

の
こ
と
で
あ
る
が)
北
洋
政
府
時
期
の
司
法
制
度
に
つ
い
て
一
定
の

知
識
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
語
で
読
め
る
研
究
文
献
と
し
て
は

河
合
篤

｢

中
國
の�
代
的
司
法
制
度｣

(『

法
學
志
林』

四
三
―
一
〜

四
四
―
八
・
一
九
四
一
〜
一
九
四
二)
、
及
川
恒
忠

｢

民
國
司
法
制

度
篇｣

(

及
川
恒
忠

『

支
那
政
治
組
織
の
研
究』
(

東
京：

啓
成
社
・

一
九
三
三)

所
収)

、
岩
田
一
郎

『

支
那
司
法
制
度�
察
報
告
書』

([

東
京]：

支
那
司
法
制
度
調
査
委
員
会
・
一
九
二
二)

、
梶
川
俊
吉

『

中
華
民
國
司
法
制
度』

([

東
京]：

司
法
研
究
所
・
一
九
四
三)

な

ど
が
あ
る
。

ま
た
当
時
の
大
理
院
判
決
例
の
公
開
状
況
に
つ
い
て
も
一
定
の
知

識
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
拙
稿
に
お
い
て
述

べ
た
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

[

大
理
院
判
決
例
に
つ
い
て
は]

ま
ず
は

『

司
法
公
報』

に
お

い
て
断
続
的
な
全
文
公
開
が
一
九
一
四
年
末
ま
で
行
わ
れ
、
こ

れ
と
並
行
し
て

『

大
理
院
判
決
録』

が
一
九
一
四
年
七
月
分
ま

で
各
月
の
民
事
・
刑
事
判
決
例
を
全
文
収
録
す
る
形
で
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
全
文
公
開
は
此
処
ま
で
で
途
絶
す
る
。

そ
の
後
一
九
一
五
年
十
月
、
十
二
月
に

『

司
法
公
報』

別
冊
の

『

大
理
院
判
例
要
旨
目
録』

と
し
て
判
例
の
要
旨
の
み
が
公
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
要
旨
集
は
そ
の
後

『

大
理
院

判
例
要
旨
匯
覧』

正
編

(

北
京
、
大
理
院
、
一
九
一
九
年)

、

続
編

(

北
京
、
大
理
院
、
一
九
二
四
年)

に
受
け
継
が
れ
、
最

終
的
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
郭
衛

『

大
理
院
判
決
例
全
書』

(

上
海
、
会
文
堂
新
記
書
局
、
一
九
三
一
年)

へ
と
続
い
て
行

く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
状
況
か
ら
、
大
理
院
の
判
決
例
の
全
文
を
通
覧
し
よ

う
と
し
て
も
、
北
洋
政
府
刊
行
の
史
料
で
は
そ
れ
が
叶
わ
な
い

こ
と
に
な
る
。
民
間
の
刊
行
物
と
し
て
天
虚
我
生

『

大
理
院
民

事
判
決
例』

甲
〜
庚
編

(

上
海
、
中
華
図
書
館
、
一
九
一
六
〜

一
八
年)

、
同

『

大
理
院
刑
事
判
決
例』

甲
〜
戊
編

(

上
海
、

中
華
図
書
館
、
一
九
一
六
年
〜
一
八
年)

や

『

法
律
評
論』

誌

上
で
の
判
例
紹
介

(

一
九
二
三
年
以
降)

が
そ
の
欠
を
補
う
役

割
を
当
時
か
ら
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(

４)

。

従
っ
て
今
回
の
資
料
集
は
、
以
上
の
資
料
状
況
の
欠
を
補
う
重
要

な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
以
上
の
文
献
に
も
著
者

の
資
料
集
に
も
な
い
判
決
例
と
な
る
と
、
そ
れ
を
発
見
す
る
の
は
相

批
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当
困
難
な
作
業
と
な
る
訳
で
あ
る
。

判
例
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
同
時
代
の
判
例
研
究
も
参
考
に
な
る
。

上
掲
拙
稿
に
お
い
て
も
言
及
し
た
が
川
村
宗
嗣

『

支
那
現
行
民
事
法

法
則』

(
東
京：

魯
庵
記
念
財
團
・
一
九
二
五)

は
そ
の
一
例
で
あ

る
。
彼
は
同
書
出
版
後
も
同

｢

支
那
司
法
状
態
研
究
資
料

大
理
院

判
決
例

(

一)

〜

(
四)｣

(『

満
蒙』

七
五
〜
七
七
、
七
九
・
一
九

二
六)

と
い
う
形
で
大
理
院
判
決
例
の
研
究
を
継
続
し
て
お
り
、
一

読
の
価
値
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
実
際
に
大
理
院
の
判
決
例
を
読
ん
で
ゆ

く
と
、
時
々
隔
靴
掻
痒
の
感
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
上
告
審
で
あ
り
基
本
的
に
両
当
事
者
や
裁
判
官
た
ち
に
と
っ

て
そ
の
事
件
の
具
体
的
経
過
は
既
知
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
判
決
例

の
中
で
は
ご
く
簡
単
に
そ
の
事
実
経
過
が
述
べ
ら
れ
る
に
止
ま
る
訳

で
あ
る
が
、
読
者
た
る
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
そ
れ
は
初
め
て
接
す

る
情
報
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
大
理
院
判
決
例
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ

た
事
実
経
過
だ
け
で
は
紛
争
の
実
態
が
よ
く
つ
か
め
な
い
場
合
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
第
一

審
か
ら
の
記
録
を
順
に
読
め
な
い
か
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
は

ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
思
い
立
っ
た
際
に
下
級
審
の
判
決
例
を
見
る
こ
と
の
で
き
る

資
料
と
し
て
、
例
え
ば
直
隸
高
等
審�
廳�『
直
隸
高
等
審�
廳�

牘
集�』

(

天
津：

天
津
商
務
印
書�
・
一
九
一
五)

が
あ
る
。
こ

れ
と

『

大
理
院�
決

�』

を
突
き
合
わ
せ

る
形
で
、
高
等
審
判

庁
・
大
理
院
双
方
の

判
決
例
を
読
む
こ
と

の
で
き
る
も
の
を
拾

い
上
げ
る
と
、
と
り

あ
え
ず
は
別
表
の
よ

う
に
な
る
。

難
し
い
の
は
、
大

理
院
の
判
決
例
と
そ

れ
に
対
応
す
る
下
級

審

(

高
等
審
判
庁)

の
判
決
例
の
双
方
が

う
ま
く
見
つ
か
る
場

合
が
な
い
訳
で
は
な

い
も
の
の
、
現
在
の

資
料
状
況
か
ら
は
そ

の
確
率
は
そ
う
高
く

は
な
く
、
ま
た
仮
に

う
ま
く
接
続
す
る
判

決
例
が
見
つ
か
っ
た

東

洋
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大理院 ← 直隷高等審判廳 ← 原審

案件番号 案件内容 言渡日 収録頁 案件内容 言渡日 管轄廳名 言渡日

３年上字179号 債務糾� 1914�4�2 １巻25頁 撥款糾� 1913�6�12 ？ ？

３年上字187号 夥貿糾� 1914�4�6 ３巻27頁 債務�訟 1913�8�25 ？ 1913�7�4
３年上字202号 欠款糾� 1914�4�13 ３巻61頁 匯票糾� 1913�9�24 ？ 1913�8�7
３年上字214号 承繼�訟 1914�4�17 １巻152頁 家務糾� 1913�11�3 ？ 1913�6�27
３年上字228号 公司虧累�訟 1914�4�21 ３巻14頁 公司虧款 1913�8�14 張家口地方分廳 1913�6�12
３年上字247号 贖地糾� 1914�4�27 ２巻92頁 覇地不贖 1913�8�27 滄縣 1912�7�6
３年上字251号 山場�訟 1914�4�28 ２巻112頁 山地�訟 1913�9�14(16？) 盧龍縣 1913�4�29
３年上字258号 廟�糾� 1914�4�30 ２巻106頁 侵呑廟産 1913�9�8(9？) 玉田縣 1913�2�24
３年上字262号 引岸�訟 1914�5�1 ２巻130頁 引岸���� 1913�10�16(18？) ？ 1913�7�19
３年上字333号 地畝糾� 1914�5�21 ２巻86頁 地畝�訟 1913�8�26 景縣 1913�5�4
３年上字340号 担保糾� 1914�5�22 １巻168頁 覇房糾� 1913�11�25 ？ 1913�5�14



と
し
て
も
、
そ
れ
が
民
国
期
の
法
理
を
支
え
る
よ
う
な
重
要
な
事
件

の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
全
く
予
断
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

下
級
審
の
判
決
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
し
て
は
、
清
朝

期
の
も
の
に

『
各
省
審�
廳�
牘』

(

上
海：

法
學
研
究
社
・
一
九

一
二
、
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究�
圖
書�
藏)

、
民
国
期
の
も
の

に
先
の
直
隸
高
等
審�
廳�『
直
隸
高
等
審�
廳�
牘
集�』
(

天

津：

天
津
商
務
印
書�
・
一
九
一
五
、
上
海
圖
書�
藏)

、
さ
ら
に

は
法
律
研
究
社�『
浙
江
高
等
審�
廳
書�
實�』
(

上
海：

文
明

書
局
・
一
九
一
四
、
慶
應
義
塾
大
學
圖
書�
藏
・
上
海
図
書�
藏)

、

『

江
蘇
司
法
彙
報』

(

蘇
州：

蘇
州
司
法
籌
備
處�
收
發
課
・
一
九
一

二
―
一
三
、
天
理
大
學
圖
書�
藏)

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

評
者
は
す
べ
て
を
確
認
し
て
は
い
な
い
が
、
北
京
図
書
館
編

『

民
国

時
期
総
書
目

法
律』

(

北
京：

書
目
文
献
出
版
社
・
一
九
九
〇)

に

も
数
点
の
判
牘
集
を
確
認
で
き
る
。
今
後
は
三
木
聰
・
山
本
英
史
・

高
橋
芳
郎
編

『

伝
統
中
国
判
牘
資
料
目
録』

(

東
京：

汲
古
書
院
・

二
〇
一
〇)

の
民
国
期
版
の
よ
う
な
仕
事
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

以
下
全
く
以
て
望
蜀
の
極
み
で
あ
る
が
、
資
料
集
に
関
し
て
些
細

な
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
組
版
で
あ
る
。
本
文
の
組
版
は
非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
し
て

い
て
読
み
や
す
い
が
、
例
え
ば
こ
れ
を
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
で
二
段

組
み
に
す
れ
ば
さ
ら
に
多
く
の
判
決
例
が
収
録
で
き
た
か
、
あ
る
い

は
頁
数
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
好
み

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ま
り
欲
張
っ
て
も
い
け
な
い

の
で
あ
ろ
う
が
、
も
っ
と
読
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る

の
は
こ
れ
ま
た
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
著
者
に
よ
る
導
言
は
、
こ
の
資
料
集
を
扱
う
上
で
必
読
の
解

題
で
あ
る
が
、
一
一
冊
全
て
の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
る
必
要
は
あ
っ
た

の
か
、
と
い
う
点
も
気
に
は
な
る
。
お
そ
ら
く
五
編
の
う
ち
の
あ
る

部
分
だ
け
を
購
入
す
る
読
者
を
想
定
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

約
五
〇
頁
に
わ
た
る
解
題
の
た
め
、
一
か
所
に
ま
と
め
れ
ば
五
〇
〇

頁
強
が
浮
い
た
計
算
に
な
る
。

さ
ら
に
索
引
に
つ
き
、
キ
ー
ワ
ー
ド

(

關
鍵
字)

索
引
は
付
さ
れ

て
い
る
が
、
可
能
で
あ
れ
ば
案
件
番
号
で
の
索
引
も
あ
る
と
便
利
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
他
の
資
料
等
で
民
国
何
年
何
字
第
何
号
の
判
例

と
い
う
言
及
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
番
号
か
ら
即
座
に
探
す
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
は

｢

敢
え
て
挙
げ
れ
ば｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
資
料
集
の
価
値
を
些
か
も
減
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
の
二

〇
年
に
わ
た
る
苦
心
惨
憺
を
思
え
ば
、
い
ず
れ
も
取
る
に
足
り
な
い

問
題
点
で
あ
る
。

今
回
の
資
料
集
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
民
国
史
研
究
に
確
固
た
る
礎
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が
置
か
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
労
は
幾
重
に
も
労
わ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
信
頼
で
き
る
素
材
が
提
供
さ
れ
た
今
、
著
者
を

も
含
ん
で
我
々
が
沈
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
素
材
を

ど
の
よ
う
に
研
究
に
結
び
付
け
て
ゆ
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ

れ
は
法
制
史
研
究
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
り
、
多

く
の
研
究
者
を
交
え
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
評
者
が
院
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
ま
さ
に
判
例
の
発
見
・
整

理
が
相
次
い
だ
時
期
で
あ
っ
た
。
日
本
の
判
決
原
本
保
存
運
動
に
始

ま
り
、
そ
れ
ら
が
植
民
地
時
期
台
湾
、
朝
鮮
へ
と
波
及
し
、
今
回
の

資
料
集
に
結
実
し
た
大
理
院
の
判
例
に
つ
い
て
も
奇
し
く
も
同
時
期

に
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る

(

５)

。
今
回
の
資
料
集
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
近

代
東
ア
ジ
ア
地
域
の
判
決
例
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
出
揃
っ
た
こ
と
に
な

る
。
徒
に
話
を
広
げ
て
は
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た

資
料
群
相
互
の
関
連
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
著
者
か
ら
壮
大
な
贈
り
物
＝
宿
題
を
受

け
取
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
は
原
資
料
に
直
に
触
れ
る
喜

び
に
浸
り
つ
つ
、｢

そ
の
後｣

を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

註

(

１)

施
宣
岑
・
趙
銘
忠
主
編

『

中
国
第
二
歴
史�
案
館
簡
明
指
南』

(

北
京：�
案
出
版
社
・
一
九
八
七)

二
三
頁
に
一
頁
の
み
の
ご

く
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
紹
介
は
な
さ
れ
て
お
り
、
存
在
自
体

は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
そ
の
資
料
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
外
国
人
研
究
者
は
限
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

２)�
源
盛

｢

民
初
大
理
院
司
法�
案
的
典
藏
整
理
與
研
究｣

(『

政
大
法
學
評
論』

五
九
・
一
九
九
八)

参
照
。
同
じ
題
名
の
も

の
が
中
國
法
制
史
學
會�
輯

『

兩
岸
現
存
司
法�
案
之
保
存
整
理

及
研
究
學
術
研
討
會
論
文
集』

(

台
北：

國
立
政
治
大
學
法
學
院

基
礎
法
學
中
心
・
一
九
九
八)

、�
源
盛

『

民
初
法
律
變�
與
裁

�(
一
九
一
二
―
一
九
二
八)』

(

台
北：

國
立
政
治
大
學
法
學
叢

書
四
七
・
二
〇
〇
〇)

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(

３)

犁
齋
法
制
史
料
叢
編
と
し
て
以
下
の
資
料
集
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

第
一�
源
盛
纂
輯

『�
政
院
裁
決�
存』

(

台
北：�
源
盛

出
版
・
二
〇
〇
七
、
拙
評

(『

國
家
學
會
雜
誌』

一
二
一
―
七

／
八
・
二
〇
〇
八)

参
照)

第
二�
源
盛
纂
輯

『

景
印
大
理
院
民
事�
例
百�』

(

台
北：

五
南
圖
書
出
版
股�
有
限
公
司
・
二
〇
〇
九)

第
三�
源
盛
纂
輯

『

晩
清
民
國
刑
法
史
料
輯
注』

上
下

(

台

北：

元
照
出
版
有
限
公
司
・
二
〇
一
〇
、
黄
源
盛

(

拙
訳)

｢『

晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注』

の
編
纂
を
終
え
て｣

(『

法
史
学

研
究
会
会
報』

一
五
・
二
〇
一
一)

参
照)

(

４)
拙
稿

｢

中
華
民
国
民
法
に
至
る
立
法
過
程
の
初
歩
的
検
討｣

(『

中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序』

(

東
京：

研
文
出
版
・
二
〇
一
四)

東

洋

学

報
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所
収
予
定)

参
照
。
ま
た
拙
稿

｢

法
制
史｣

(

岡
本
隆
司
・
吉
澤

誠
一
郎
編

『

近
代
中
国
研
究
入
門』

(

東
京：

東
京
大
学
出
版
会
・

二
〇
一
二)

所
収)

も
参
照
さ
れ
た
い
。

(

５)

日
本
の
明
治
期
以
降
の
判
決
原
本
の
保
存
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
き
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
充

『

図
説

判
決
原
本
の

遺
産』

(

東
京：
信
山
社
・
一
九
九
八)

、
ま
た
こ
れ
ら
を
利
用
し

た
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山

善
充

『

明
治
前
期
の
法
と
裁
判』

(

東
京：

信
山
社
・
二
〇
〇
三)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
明
治
二
三
年
ま
で
の
民
事
判
決
原
本
に
つ
い

て
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、

利
用
申
請
を
経
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
(�������������������

����������������������������)
。
植
民
地
時
期
台
湾
に
お
け
る
判

決
に
つ
い
て
は
要
旨
集
と
し
て
台
湾
総
督
府
覆
審
・
高
等
法
院
編

纂

『

覆
審
・
高
等

法
院
判
例』
(

東
京：

文
生
書
院
・
一
九
九
四)

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
判
決
原
本
の
整
理
が
進
み
、
日
治
法
院�

案
資
料
庫

(������������������������������������������)
と
し

て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る
研
究
の
代
表
的
な
も
の

と
し
て
王
泰
升
主
編

『

跨
界
的
日
治
法
院�
案
研
究』

(

台
北：

元
照
出
版
有
限
公
司
・
二
〇
〇
九)

が
あ
る
。
ま
た
台
湾
法
務
部

司
法
官
訓
練
所
所
蔵
刑
事
裁
判
記
録
に
つ
い
て
は
平
成
一
六
年
度

〜
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(

基
盤
研
究

(

Ａ))

研

究
成
果
報
告
書

『

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
法
形
成
と
法
の
回
廊

に
関
す
る
実
証
的
研
究』

(

課
題
番
号16203001

・
研
究
代
表
者

浅
古
弘)

に
目
録
が
あ
る
。
朝
鮮
に
つ
い
て
は
最
近

『

復
刻
版

朝
鮮
高
等
法
院
判
決
録

明
治
四
一
年
〜
昭
和
一
八
年』

(

東
京：

雄
松
堂
出
版
・
二
〇
一
三
、���������������������������������
��������������)

が
公
刊
さ
れ
た
。

(

二
〇
一
二
年
、
台
北：

元
照
出
版
有
限
公
司
及
び
犂
齋
社
、
Ｂ
５

判)

(

九
州
大
学
法
学
研
究
院
・
准
教
授)

批

評

と

紹

介

西

第
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